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有料老人ホーム入居契約兼指定特定施設等利用契約 

  重要事項説明書 

 
 記入年月日  平成２１年 ４月 １日  
記入者名  明石 陽子  所属・職名  ホーム長  
 

１．事業主体概要 

事業主体の名称、主たる事務所の所在地及び電話番号その他の連絡先  
法人等の種類  なし  あり  財団法人  事業主体の名称  
名称  
（ 財） 京都 ライ フ

クリエイト事業団  

（ふりがな）  
ざいだんほうじんきょうとらいふく

りえいとじぎょうだん  
〒６１５－８２５６   事業主体の主たる  

事務所の所在地  京都府京都市西京区山田平尾町４６番地の２  

電話番号  
０７５－３８１－１８７０  
０１２０－４０６－１４０  

FAX 番号  ０７５－３８１－１８９９  
なし  

 

 
事業主体の連絡先  

ホームページア  
ドレス  あり  :  http://ｗｗｗ．ｌｉｆｅｉｎｋｙｏ

ｔｏ．ｃｏｍ  
氏名  松原 義人  事業主体の代表者の  

氏名及び職名  職名  理事長  
事業主体の設立年月日  昭和５８年１０月１５日  
 
事業主体が当該都道府県内で実施する他の介護サービス  

介護サービスの種類  事業所の名称 所  在  地  
＜居宅サービス＞  
訪問介護  あり なし   
訪問入浴介護  あり なし   
訪問看護  あり なし   
訪問リハビリテーション  あり なし   
居宅療養管理指導  あり なし   
通所介護  あり なし   
通所リハビリテーション  あり なし   

 

短期入所生活介護  あり なし   
短期入所療養介護  あり なし   

特定施設入居者生活介護  あり なし ライフ・

イン京都  
京都市西京区山田平尾

町４６番地の２  
福祉用具貸与  あり なし   

 

特定福祉用具販売  あり なし   
＜地域密着型サービス＞  
夜間対応型訪問介護  あり なし   
認知症対応型通所介護  あり なし   
小規模多機能型居宅介護  あり なし   
認知症対応型共同生活介護  あり なし   
地域密着型特定施設入居者生活介護  あり なし   

 

地域密着型介護老人福祉施設入所者
生活介護  

あり なし   

居宅介護支援  あり なし 
 
 
 
 

ライフ・  
イン京都  
居宅介護  
支援セン  
ター  

京都市西京区山田平尾

町４６番地の２  
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＜居宅介護予防サービス＞  
介護予防訪問介護  あり なし   
介護予防訪問入浴介護  あり なし   
介護予防訪問看護  あり なし   
介護予防訪問リハビリテーション  あり なし   
介護予防居宅療養管理指導  あり なし   
介護予防通所介護  あり なし   
介護予防通所リハビリテーション  あり なし   
介護予防短期入所生活介護  あり なし   
介護予防短期入所療養介護  あり なし   
介護予防特定施設入居者生活介護  あり なし ライフ・

イン京都  
京都市西京区山田平
尾町４６番地の２  

介護予防福祉用具貸与  あり なし   

 

特定介護予防福祉用具販売  あり なし   
＜地域密着型介護予防サービス＞  
介護予防認知症対応型通所介護  あり なし   
介護予防小規模多機能型居宅介護  あり なし   

 

介護予防認知症対応型共同生活介護  あり なし   
介護予防支援  あり なし   
＜介護保険施設＞   
介護老人福祉施設  あり なし   
介護老人保健施設  あり なし   

 

介護療養型医療施設  あり なし   
 
２．施設概要  
施設の名称、所在地及び電話番号その他の連絡先  
施設の名称  （ふりがな）らいふ・いんきょうと  

      ライフ・イン京都  
〒６１５－８２５６   施設の所在地  
京都府京都市西京区山田平尾町４６番地の２  
電話番号  ０７５－３８１－１８７０  

０１２０－４０６－１４０  
FAX 番号  ０７５－３８１－１８９９  

なし  

 

 
施設の連絡先  

ホームペー

ジアドレス  あり  ： http://  ｗｗｗ．ｌｉｆｅｉｎｋｙ
ｏｔｏ．ｃｏｍ  

施設の開設年月日  昭和６１年１１月２５日  
氏名  明石 陽子  施設の管理者の氏名  

及び職名  職名  ホーム長  
施設までの主な利用交通手段  
 ・阪急京都線桂駅より約２，２００m（徒歩約４０分）  

（ホーム専用シャトルバス利用の場合約１５分：平日 14 便、日祝日 13 便）  
・市バス「千代原口」バス停より約８００m（徒歩約１５分）  

施設の類型及び表示事項  〇類型：介護付有料老人ホーム  
（一般型特定施設入居者生活介護）  

〇居住の権利形態：利用権方式  
〇利用料支払方式：一時金方式  
〇入居時の要件：入居時自立・要支援・要介護  
〇介護保険：京都府指定介護保険特定施設  

（一般型特定施設）  
〇介護居室区分：全室個室  
〇一般型特定施設である有料老人ホームの介護にかか

わる職員体制： ２：１以上  
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介護保険事業所番号  ①  特定施設入居者生活介護事業所  
京都府指定第２６７４００００６８号  

②  居宅介護支援事業所  
京都府指定第２６７４００００６８号  

③  介護予防特定施設入居者生活介護事業所  
京都府指定第２６７４００００６８号  

特定施設入居者生活介護の事業の開始年月日又は開始予定年月日、指定又は許可を

受けた年月日（指定又は許可の更新を受けた場合にはその年月日）  
事業の開始（予定）年月日  ①  ②平成 12 年 4 月 1 日  
指定の年月日  ①  ②平成 12 年 4 月 1 日 ③平成 18 年 4 月 1 日  

 

指定の更新年月日  ①  ②平成 20 年 4 月 1 日  
 
３．従業者に関する事項  
職種別の従業者の人数及びその勤務形態  
有料老人ホームの人数及びその勤務形態  

常勤  非常勤  実人数  
専従  非専従  専従  非専従  

合計  常 勤 換 算

人数  
施設長     １     １   ０． 3 
生活相談員   １   ３  

(※１ ) 
 １   ７   12 

(※１ ) 
 ５． 9 

（施設長）  
看護職員   ２   ４   12  15  33 １７． 6 
介護職員  29  12  33  24  98 ７３． 4 
機能訓練指導員    １  

(※１ ) 
１    ２  

(※１ ) 
 ０． 2 

（看護職）  
計画作成担当者  １   ３  

(※３ ) 
   ４  

(※３ ) 
２． 1 

（介護職）  
栄養士       委託  
調理員       委託  
事務員   ６   １    ７  ６． 8 

 

その他従業者   ６     ２    ８  ７． 3 
 職員総数  45 19 50 46 160 １１３． 6 
１週間のうち、常勤の従業者が勤務すべき時間数  40 時間  

※ 常勤換算人数とは、当該事業所の従業者の勤務延時間数を当該事業所におい

て常勤の従業者が勤務すべき時間数で除することにより、当該事業所の従業者の

人数を常勤の従業者の人数に換算した人数をいう。（※）は兼務。  
従業者である介護職員が有している資格  

常勤  非常勤  延べ人数  
専従  非専従  専従  非専従  

社会福祉士  ３   １   
介護福祉士  23 ９  ９  ８  
介護職員基礎研修      
訪問介護員１級      

２級  10  21 13 
３級    １  １  

 

介護支援専門員  11 ６  ２  １  
従業者である機能訓練指導員が有している資格（看護職員は兼務）  

常勤  非常勤  延べ人数  
専従  非専従  専従  非専従  

理学療法士    １   

 

 

 

作業療法士      
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言語聴覚士      

看護師及び准看護師   １    
柔道整復士      

  

あん摩マッサージ指圧師      
最少時の人数 
（宿直の従事者を除いた人数） 

  ５名  
（看護職員 1 名  
介護職員４名）  

 

夜勤を行う看護職員及び  
介護職員の人数  

平均時の人数  
（１８：００～翌８：００）  

  ８名  
（看護職員２名  
介護職員６名）  

特定施設入居者生活介護の提供に当たる従業者の人数及びその勤務形態  
常勤  非常勤  実人数  

専従  非専従  専従  非専従  
合計  常勤換  

算人数  
生活相談員  １   ３  

(※１ ) 
 ７  11 

(※１ ) 
４． 3 

（施設長）  
看護職員  １  ４  10 15 30 １０． 8 
介護職員  29  12  33  24 98 ６８． 2 
機能訓練指導員    １  

(※１ ) 
１    ２  

(※１ ) 
（０． 2）  
（看護職）  

計画作成担当者  １   ３  
(※３ ) 

   ４  
(※３ ) 

（２．１）  
（介護職）  

 

その他従業者        ０  ０  
 職員総数  32 18 44 46 140 ８３ .3 
１週間のうち、常勤の従業者が勤務すべき時間数  ４０時間  

※ 常勤換算人数とは、当該事業所の従業者の勤務延時間数を当該事業所におい

て常勤の従業者が勤務すべき時間数で除することにより、当該事業所の従業者の

人数を常勤の従業者の人数に換算した人数をいう。  
従業者である介護職員が有している資格  

常勤  非常勤  延べ人数  
専従  非専従  専従  非専従  

社会福祉士  ３   １   
介護福祉士  23 ９  ９  ８  
介護職員基礎研修      
訪問介護員１級      

２級  10  21 13 
３級    １  １  

 

介護支援専門員  11 ６  ２  １  
従業者である機能訓練指導員が有している資格（看護職員は兼務）  

常勤  非常勤  延べ人数  
専従  非専従  専従  非専従  

理学療法士    １   
作業療法士      
言語聴覚士      
看護師及び准看護師   １    
柔道整復士      

 

 

あん摩マッサージ指圧師      

 
 

管理者の他の職務との兼務の有無  あり  なし  
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 管理者が有している当

該業務に係る資格等  
なし  あり  資格等の名称  

社会福祉士  
介護支援専門員  

 

特定施設入居者生活介護の利用者に対する看護職員及び介護

職員の常勤換算方法による人数の割合  
（要介護者等の数に対する看護・介護職員の配置比）  

６６．６％  
（１．５０：１）  

 
従業者の当該介護サービスに係る業務に従事した経験年数等  

看護職員  介護職員  生活相談員  
 

常勤  非常勤  常勤  非常勤  常勤  非常勤  
前年度１年間の採用者数  １  ５  ２  19 １  １  
前年度１年間の退職者数  0 ４  ２  ７  １  0 
業務に従事した経験年数        
１年未満の者の人数  0 0 １  13 0  １  
１年以上３年未満の者の人数  0 0 ８  12 0 0 
３年以上５年未満の者の人数  0 0 ６  ３  １  0 
５年以上 10年未満の者の人数 0 ５  15 17 1 １  

 

１０年以上の者の人数  ６  22 ７  12 １  ６  
機能訓練指導員  

（看護師兼務・PT）  
計画作成担当者  
（介護職員兼務）   

常勤  非常勤  常勤  非常勤  
前年度１年間の採用者数  0 １  0 0 
前年度１年間の退職者数  0 0 0 0 
業務に従事した経験年数      
１年未満の者の人数  0 0 0 0 
１年以上３年未満の者の人数  0 0 0 0 
３年以上５年未満の者の人数  0 0 0 0 
５年以上１０年未満の者の人数 0 １  ３  0 

 

 

１０年以上の者の人数  １  0 １  0 
従業者の健康診断の実施状況  なし  あり  

 
４．サービスの内容  
施設の運営に関する方針  
 ● 高齢社会に適応した住環境および健康で文化的な生活の提供  
● 人間尊重、権利擁護を基本とした中立・公正な事業活動の遂行  
● 自立支援を基本とした個別かつ適切な介護サービスの提供  
● 姉妹法人が運営する総合病院との緊密な医療協力体制の確立  
● 余暇活動のための諸行事による豊かな意義のある日々の創生  
● 公益法人としての法令遵守に則った社会的責任に基づく、健全な施設運営と

堅実な財務運営  
● 施設運営の透明性を高めるための、運営状況、財務状況、第三者評価結果、

苦情解決内容等の情報開示  
介護サービスの内容、利用定員等  
個別機能訓練の実施（介護報酬の加算）の有無  なし  あり  
夜間看護体制加算（介護報酬の加算）の有無  なし  あり  
人員配置が手厚い介護サービスの実施の有無  なし  あり  

 

利用者の個別的な選択による介護サービスの実施状況  別 紙  
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協力医療機関の名称  ①ライフ・イン京都診療所  
 当ホームの事業主体が同一建物内で別事業として運営  
②京都桂病院  
 京都市西京区山田平尾町 17 番地 ホームより約 400m 

 （協力の内容）  
①ライフ・イン京都診療所  
 診療科目：内科  
      嘱託医２名が担当制で火曜、水曜、金曜の内で週２回  

午前 10 時から午前 11 時３０分まで診療  
精神科  
精神科医師（嘱託医）による診察を月２回（金曜日）実施  

 協力科目・内容：医師による健康管理・健康相談、年２回の健康診断の実

施、緊急時の対応。（医療費その他の費用は入居者の自己

負担）  
②京都桂病院  
 診療科目：救急指定総合病院  
      内科（一般・血液・神経・内分泌・糖尿・腎臓・膠原病）、外科

及び専門（乳腺）、心臓血管外科、整形外科、形成外科、循環器

科、産婦人科、小児科、泌尿器科、眼科、耳鼻咽喉科、皮膚

科、精神科、放射線科、リハビリテーション科、消化器センタ

ー、呼吸器センター、心臓血管センター、健康管理センター、

透析センター  
      総従業員数：約 1000 名（内医師約 140 名、看護師約 500 名）  
 協力科目・内容：年 1 回の人間ドック実施（基本検査は費用負担なし）  
         ライフ・イン京都における所属各科専門医による「健康

教室」（講演会形式）の開催。  
      ※入院時に個室を利用される場合は医療費の他に室料が必要。  
       ※入院時のタオル、肌着、寝巻き等の洗濯、毎日の訪床、買物

代行等のサービスをホームが実施しますが、費用負担なし。  
      ※入退院の手続代行、身元引き受け、入院準備、入退院・通院

時の必要に応じた移送・付添いサービス等をホームが実施し

ますが、費用負担なし。  
協力歯科医療機関  なし  あり  その名称 高橋歯科医院  

     京都市西京区山田久田町３－３ 

ホームより約 1， 000m 
 （協力の内容）  
 ○外来受診が出来ない場合の往診、緊急時の対応。  

要介護時における居室の住み替えに関する事項  
要介護時に介護を行う場所  

 

 
 一般居室、一時介護室、介護居室のいずれか。  
入居後に居室を住み替える場合  
一時介護室へ移る場合  
判断基準・手続について  

  
 

 
 （その内容）  

退院後や日常生活上で一時的に介護を要する場合には、  
①ホームが指定する医師の意見を聴く  
②入居者の意志を確認する  
③身元引受人等の意見を聴く  
以上の手続きを経て、一般居室から一時介護室へ移って頂き介護

を行う。介護費用及び室料については入居一時金、介護費用の一

時金、月額利用料に含まれており費用負担はない。  
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  食事代（１日３食に付き２，２１０円）、介護諸雑費（１日に付

き５３０円）、消耗品費（紙おむつ等）の実費は自己負担。  
 一時介護室の部屋割りについては、「ライフ・イン京都診療所」

医師又は健康管理室の看護師の判断による。  
 

 追加的費用の有無  なし  あり  
居室利用権の取扱い    
 （その内容）  
 一時的に利用する共用施設であり、一般居室の利用権に変更はな

い。  
入居一時金償却の調整の有無  なし  あり  
従前の居室からの面積の増減の有無  なし  あり  
従前居室との仕様の変更  
便所の変更の有無  なし  あり  
浴室の変更の有無  なし  あり  
洗面所の変更の有無  なし  あり  
台所の有無  なし  あり  
その他の変更の有無  なし  あり  

 

 

 （その内容）  
 室内全体の仕様が異なる。  

介護居室へ移る場合  
判断基準・手続について  
 （その内容）  
 一般居室の入居者で、常時介護が必要な状態又は重度の認知症に

より、自室や愛蔵品に対する見当識を失い、介護居室での介護が

必要となった場合には、  
 ①理事長、「ライフ・イン京都診療所」医師、ホーム長及び日常

生活や精神状態等を常時観察している職員をもって構成する

「住み替え適格者判定委員会」が、全員一致をもって住み替え

が必要と判定する。  
 ②緊急やむをえない場合を除いて最低 6 ヶ月以上の観察期間を設

ける  
 ③変更先の場所の概要、介護の内容、費用負担等について入居者

及び身元引受人等に説明を行う  
 ④身元引受人等の意見を聴く  
 ⑤入居者の同意を得る  
 以上の手続きを経て一般居室から介護居室へ住み替えて頂く。  
 
  管理費は本館の場合と変わらないが、介護諸雑費（１ヶ月に付

き１６，０００円）が必要となる。  
追加的費用の有無  なし  あり  
居室利用権の取扱い  なし  あり  
 （その内容）  
 一般居室から介護居室へ利用権が移行する。  
 

入居一時金償却の調整の有無  なし  あり  
従前の居室からの面積の増減の有無  なし  あり  
従前居室との仕様の変更  
便所の変更の有無  なし  あり  
浴室の変更の有無  なし  あり  

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

洗面所の変更の有無  なし  あり  
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台所の有無  なし  あり  
その他の変更の有無  なし  あり  

     

 （その内容）  
 一般居室から介護居室への住み替えの場合は室内全体の仕様

が異なり、全面バリアフリー仕様となる。  
 介護居室間の住み替えの場合、仕様の変更はない。  

その他  なし  あり  
判断基準・手続について  
 （その内容）  

 
追加的費用の有無  なし  あり  
居室利用権の取扱い  
 （その内容）  

 
入居一時金償却の調整の有無  なし  あり  
従前の居室からの面積の増減の有無  なし  あり  
従前居室との仕様の変更  
便所の変更の有無  なし  あり  
浴室の変更の有無  なし  あり  
洗面所の変更の有無  なし  あり  
台所の有無  なし  あり  
その他の変更の有無  なし  あり  

  
 

 

 （その内容）  
 

  

施設の入居に関する要件  
自立している者を対象  なし  あり  
要支援の者を対象  なし  あり  
要介護の者を対象  なし  あり  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

留意事項  本館への入居：  
①満年齢が５５歳以上の方  
②健康保険証及び介護保険被保険者証（６５歳以上の方）

を有している方。  
③２人入居の場合は原則としてご夫婦であるか、又は三親

等以内の関係の方。   
④２人入居の場合は、ともに満年齢が５５歳以上の方。  
 但し、ご夫婦の場合には、そのいずれかが満５５歳以上

であること。３人入居は認められません。  
⑤入居時に身の回りのことが自分で出来る程度の健康な

方。  
⑥共同生活が円満に出来る方。  
⑦（財）京都ライフクリエイト事業団の設立趣旨を理解し

運営に協力して頂ける方。  
 
ケアセンターへの入居：  
①身体機能の低下または認知症などにより、常時介護を必

要とされる、介護保険において要介護１以上の認定を受け

ている方。  
②満年齢が６５歳以上の方。  
③健康保険証及び介護保険被保険者証を有している方。  
④他の入居者に伝染する疾病（感染症）に罹患していない

方  
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 ⑤自傷・他傷の恐れのない方。  
⑥身元引受人を立てることの出来る方。  
（認知症などによりご本人の判断能力が不充分な場合には

法定代理人が必要となる）  

契約の解除の内容  次のいずれかに該当する場合に、契約が終了します。  
（１）入居者が死亡したとき（入居者が２人の場合は両者

とも死亡したとき）  
（２）事業者が第２９条（事業者からの契約解除）に基づ

き解除を通告し、予告期間が満了したとき  
（３）入居者が第３０条（入居者からの解約）に基づき解

約を行ったとき  
※入居契約書第２９条に基づく場合は、入居者が次の各号

のいずれかに該当し、かつそのことが入居契約を将来に

わたって維持することが社会通念上、著しく困難と思わ

れる場合にのみ契約を解除することがあります。  
①入居申込書に虚偽の事項を記載する等の不正手段によ

り入居したとき。  
②月額の利用料その他の支払いを、正当な理由なく６ヶ

月以上遅滞するとき。  
③入居契約書第２０条（禁止又は制限される行為）の規

定に違反したとき。  
④入居者の行動が、他の入居者の生命、健康、安全等に

危害を及ぼす恐れがあり、かつ入居者に対する通常の

介護方法ではこれを防止することができないとき。  
  この場合には、専門の医療機関での受診及び専門医の

意見を聴くと共に一定の観察期間をおき慎重に対応し

ます。  
契約の解除は次の手続きによって行います。  
（１）契約解除の通告について９０日間の予告期間をおく  
（２）通告に先立ち、入居者及び身元引受人等に弁明の機

会を設ける  
（３）解除通告に伴う予告期間中に、入居者の移転先の有

無について確認し、移転先がない場合には、入居者

や身元引受人等、その他関係者・関係機関と協議

し、移転先の確保について協力する  
※契約書第３０条に基づく場合は、事業者に対し少なくと

も３０日前に解約の申し入れを行うことにより入居契約

を解約することが出来ます。  
体験入居の内容  ①本館の場合：  

１泊２日 ４，０００円（食事代は別途必要）  
※体験期間は９０日以内であれば連泊可能。  
 この場合事前にその旨をお知らせ下さい。  

②ケアセンターの場合：  
1 泊２日 １０，０００円（食事代は別途必要）  
同伴者は１人につき４，０００円（食事代は別途必要）  
※介護内容、体験期間については個別相談となります。

また、要介護度・介護の必要性の度合・介護内容等に

よっては、別途費用が必要となる場合があります。  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
入居定員  
 

 
３７０名  （本館２８８名  ケアセンター８２名）  
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その他  〔短期解約特例〕  
入居一時金の償却起算日後９０日以内に解約される場合

は、契約書第４５条に基づき、入居一時金及び月額利用料

等、受領済総額の契約期間に係る日割り分を除き、全額を

返還いたします。  
入居者の状況  
入居者の人数（報告に関する計画の基準日の前月末日）  

 要介護１ 要介護２ 要介護３ 要介護４ 要介護５ 合計  
６５歳未満  0 0 0 0 0 0 
６５歳以上７５歳未満 0 0 ２  １  １  ４  
７５歳以上８５歳未満 ３  ９  ７  ２  ７  28 
８５歳以上  15 11 13 13 13 65 
 自立  要支援１ 要支援２  合計  
６５歳未満  5 0 0  5 
６５歳以上７５歳未満 25 1 0  26 
７５歳以上８５歳未満 112 ４  ９   125 

 

８５歳以上  48 ４  12  64 
入居者の平均年齢  ８２ .63 歳  
入居者の男女別人数  男性  81 名  女性  236 名  合計  317 名  
入居率（一時的に不在となっている者を含む｡）  定員 370 名に対し８６％  

一般居室（ 226 室）の契約
率は９６ .0％  

前年度の有料老人ホーム又は軽費老人ホームを退居した者の人数  
 要介護１ 要介護２ 要介護３ 要介護４ 要介護５ 合計  
自宅等        
社会福祉施設        
医療機関        
死亡者  １  ３  ４  ３  ３  １４  
その他        
 自立  要支援１ 要支援２  合計  
自宅等  1    1 
社会福祉施設       
医療機関       
死亡者  ５     ５  

 

その他       
入居者の入居期間（報告に関する計画の基準日の前月末日）  
入居期間  ６ケ月未満 ６ケ月以

上 
１年未満 

１年以上 
５年未満 

５年以上 
１０年未満 

１０年以上 
１５年未満 

15年以上 

 

 

入居者数  7 0 96 55 29 130 
施設、設備等の状況  

建築基準法第２条第９号の２に規定する耐火建築物 なし  あり  
建築基準法第２条第９号の３に規定する準耐火建築物 なし  あり  

区分  室数  人数  １の居室の床面積 

一般居室個室  

 
あり  

 
なし  

２２６  ２８８  

㎡  
32.05 ～

85.56 
 

  ㎡  

  

 
一般居室相部屋  

 
あり  

 
なし    ㎡  
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  ㎡  

 介護居室個室  

 
あり  

 
なし  

 ８２  ８２  

 
15.71～

21.45 ㎡  
 

  ㎡  
  ㎡  介護居室相部屋  あり  

 
なし  

  ㎡  

個室６  ６  
7.83～

11.28 ㎡  
２床  １    ２  10.64 ㎡  

  
一時介護室  

 
あり  

なし  

４床１    ４  35.40 ㎡  
うち男女別の対応が可能な数  ２４ヶ所  共用便所の設置  

数  
５１ヶ所  

うち車椅子等の対応が可能な数  ２２ヶ所  
個室における便所の設置割合  １００％  個室の便所の設  

置数  
３０８ヶ所  

うち車椅子等の対応が可能な数  ８２ヶ所  
個浴  大浴槽  介護浴槽  リフト浴  

 

浴室の設備状況  浴室の数  

２２６  
（一般居室）  

３  
（共用施設）  

２  
( 詳 細 は

下 記 参

照 )  

 

１１  
(詳 細 は 下

記参照 )  

 

  ０  

 

その他、浴室の設備に関する事項  
  ・一般居室（本館）の浴室の場合  

浴室の種類：３点式（浴槽・洗面台・トイレ）  ６５  
      ２点式（浴槽・洗面台）     １５３  
      独立タイプ（浴槽のみ）       ８  

  ・大浴場（本館４階）の場合    男性用 ３６．３５㎡  
                   女性用 ３９．７１㎡  

・ケアセンターの場合  
  浴槽の種類：車椅子対応特殊浴槽         ２  
        電動型昇降特殊浴槽         １  
        ２人用介護浴槽           ３  

1 人用介護浴槽           ２  
        自立支援ユニットバス（個浴）    ２  
・一時介護室の場合  
        自立支援ユニットバス（個浴）     １  

食堂の設備状況  

自立者用 ：本館３階 （２５５．３５㎡）    ８８席  
要介護者用：  
ケアセンターこすもす 1 階（５３．４１㎡）   １５席  
ケアセンターひまわり 1 階～４階（６１．２㎡）各２０席  
ケアセンターひまわり２階～４階（５９．７㎡）各２０席  

 入居者等が調理を行う設備状況（こすもすは共用施設）  なし  あり  
その他、共用施設の設備状況  

 

なし  

 
 
 
あり  

（その内容）  
◎共用施設  
 本館：ロビー、フロント、売店、集合郵便受け、多目的ホ

ール、シアタールーム、応接会議室、カルチャー教

室、デイルーム、ビューテラス、アスレチックルー

ム（機能訓練室兼用：健康増進機器・ビリヤード

台・卓球台設置）、図書室、茶室、和室（３室）、  
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アトリエＡ，アトリエＢ (囲碁・麻雀、オセロ等のプ
レイルーム兼用 )、談話室、来客用駐車場  
ケアセンター：エントランスホール、デイルーム、

多目的ルーム（機能訓練室兼用）、屋上庭園  
◎利用時に費用が必要となるもの  
 本館：美容室（予約制）、体験入居室（２室・ゲストルーム

兼用・予約制）、コインランドリーコーナー（２カ

所・夫々洗濯機３台乾燥機３台）  
 ケアセンター：美容室（予約制）、体験入居室（１室・ゲス

トルーム兼用・予約制）  
◎利用契約及び利用料が必要となるもの  
 本館：トランクルーム、駐車場、一坪菜園  

バリアフリーの対応状況  

 

（その内容）  
◎「ケアセンターこすもす」については、全居室、共用廊下、共用施設全て

がバリアフリー仕様。  
全居室（トイレ部分）、共用廊下、共用施設に手摺り設置。全居室の入り口

のドアが引き戸仕様。全居室、共用廊下、共用施設全てにおいて車椅子で

の移動が可能。  
◎「ケアセンターひまわり」については、全居室、共用廊下、共用施設全て

がバリアフリー仕様。  
全居室、共用廊下、共用施設に手摺り設置。全居室の入り口のドア及び居

室内のトイレのドアが全て引き戸仕様。全居室、共用廊下、共用施設全て

において車椅子での移動が可能。  
◎本館については、共用廊下、大浴場内及び和室上がり口に手摺り設置。共

用廊下、共用施設については車椅子での移動が可能。但し和室及び大浴場

（男女共）の上がり口は車椅子での移動は不可。  
緊急通報装置の設置状況  なし  一部あり  各居室内にあり 
外線電話回線の設置状況  なし  一部あり  各居室内にあり 
テレビ回線の設置状況  なし  一部あり  各居室内にあり 
施設の敷地に関する事項  
敷地の面積  １４，２１６． 87 ㎡  
事業所を運営する法人が所有  なし  一部あり  あり  
 抵当権の設定  なし  あり  
貸借（借地）  

契約期間  始   終   

 

 
なし  あり  

 契約の自動更新  なし  あり  
施設の建物に関する事項  

 

 
 
 
建物の延床面積  

本館：１６，２２７． 52 ㎡   
   鉄骨鉄筋コンクリート造  
   地下１階地上 11 階 12 層  
   昭和 61 年 11 月竣工  

 

ケアセンターこすもす：  
   ５８９． 05 ㎡  
   鉄骨鉄筋コンクリート造  
   地上１階建  
   平成 7 年 4 月竣工  
ケアセンターひまわり：  
   ５，３８４． 31 ㎡  
   平成 17 年 10 月竣工  

事業所を運営する法人が所有  なし  一部あり  あり  
 抵当権の設定  なし  あり  

  

貸借（借家）  
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 なし  あり  契約期間  始   終   
      契約の自動更新  なし  あり  
利用者からの苦情に対応する窓口等の状況 

事業主体や施設に設置している利用者からの苦情に対応する窓口 

窓口の名称 「ライフ・イン京都」フロント及び意見箱（常時設置） 

責任者  明石 陽子（管理者・ホーム長） 

電話番号 ０７５－３８１－１８７０（内線１１１又は＊１） 

平日 ８時４５分～１７時４５分 

上記以外の時間帯は、当直担当者（夜間看

護職、夜間介護職、夜間警備員）が対応

し、翌日早急に対応。 

土曜 ８時４５分～１７時４５分 

上記以外の時間帯については上記に同じ  

対応している時

間 

日曜・祝日 ８時４５分～１７時４５分 

上記以外の時間帯については上記に同じ  

 

 定休日等 なし 

上記以外の利用者からの苦情に対応する主な窓口等 

窓口の名称 ①（社）全国有料老人ホーム協会 

②京都府社会福祉協議会福祉サービス運営適正化委員会 

③京都府高齢者支援課 

④京都市介護保険課 

⑤京都市西京区役所（福祉部） 

⑥京都府国民健康保険団体連合会介護相談係 

電話番号 ①０３－３２７２－３７８１ 

②０７５－２５２－２１５２ 

③０７５－４１４－４５７５ 

④０７５－２１３－５８７１ 

⑤０７５－３８１－７１２１ 

⑥０７５－３５４－９０９０ 

平日 ①  １０：００～１７：００ 

②～⑥ ８：３０～１７：００ 

土曜  

対応している時

間 

日曜・祝日  

 

 

 定休日等 土曜・日曜・祝日 

サービスの提供により賠償すべき事故が発生したときの対応 

損害賠償責任保険の加入状況  

 なし あり （その内容） 

（社）全国有料老人ホーム協会の「有料老人ホーム損害賠

償責任保険」に加入。 

   入居契約書、施設管理規程並びに特定施設入居者生活介護

利用契約書に基づくサービスの提供にあたって、万一事故

が発生し、入居者の生命・身体・財産に損害が発生した場

合には、不可抗力による場合を除き速やかに損害を賠償し

ます。但し、入居者に重大な過失がある場合には賠償額を

減じ、または損害賠償を行わないことがあります。 

その他、介護サービスの提供により賠償すべき事故が発生したときの対応に関すること 

 

 なし あり （その内容） 

 

サービスの提供内容に関する特色等 
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（その内容） 

  

〇同一建物内にある「ライフ・イン京都診療所」及び姉妹法人が運営する総

合病院「京都桂病院」との緊密な医療協力体制による医療対応の充実。 

 〇ケアセンター（こすもす１１室、ひまわり７１室）、一時介護室における 

手厚い介護（要介護者等：介護・看護職員の人員配置 ２：１以上）。 

 〇住み慣れた自室での生活を出来る限り長く続けて頂けるよう、ケアサービ

ス課、生活支援相談室、健康管理室を核とした職域を越えた連携によるき

め細かい滑らかな介護体制。 

  〇介護職員の専門的な技術・資質向上や自己啓発を支援するために、研修推

進委員会を中心に施設内外の研修会への積極的な参加や資格取得の奨励を

行い、介護サービスの質の向上に取り組んでいる。  

 〇入居者、親族等の同意を得た施設介護計画を作成し、自立支援を基本に入

居者の生活を尊重した質の高い介護サービスを提供。 

 〇サービスの質の向上に向けての取り組みの一環として、コンプライアンス

委員会、身体拘束廃止委員会、リスクマネジメント委員会、苦情解決委員

会、研修推進委員会、感染対策委員会、サービス評価委員会、ネットワー

ク委員会等、各種専門委員会の設置と活発な活動に取り組んでいる。 

 〇困っておられること（小さなことから大きなことまで）にすぐに差し出す

暖かな手と、軽やかなフットワークで対応するスタッフを育てる。 

 〇多くの入居者に支持されている、終身にわたる利用権と費用の一時払いに

担保された、要介護・罹病・認知症等、入居者が困難に直面された時に新

たな費用負担を求めない経営姿勢を将来に亘り大切に堅持する。 

利用者等の意見を把握する体制、第三者による評価の実施状況等 

利用者アンケート調査、意見箱等利用者の意見等を把握する取組の状況 

実施した年月日 平成２１年３月１日～１５日  なし あり 

当該結果の開示状況 なし あり 

 

毎年 7 月下旬に開催

する「運営状況説明

会」において、全入

居者及び身元引受人

等に報告 

第三者による評価の実施状況 

実施した年月日 ①  ①平成１９年１２月１１日 
②  平成２０年２月２１日 
③  平成２１年２月２４日 

 

 なし あり 

実施した評価機関の名

称 

①京都府介護サービス第三者評価

事業 

（評価者：NPO 法人「きょうと福

祉ネットワーク一期一会」） 

      

②（社）全国有料老人ホーム協会

有料老人ホーム サービス評価

プログラム 

（評価者：株式会社川原経営総合

センター） 

 

③  介護サービス情報の公表 
（評価者：京都市老人福祉施設協

議会） 
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当該結果の開示状況 なし あり 

① ③はＷＡＭネッ

ト、①②はホーム

の季刊誌及びホー

ムページに掲載 

 

５．利用料金  
年齢により一時金の料金が異なる場合  なし  あり  
一時金に関する費用  
①居室に要する一時金（一般居室や介護居室、共用部分 

の利用のための家賃相当額に充当されるもの）  
なし  あり  

名称  入居一時金  
 最低の額  最高の額  最多価格帯  
一般居室  １人の入居の場合  21,597 千円  52,069 千円  28,000 千円  ３０戸  
 最低の額  最高の額  最多価格帯  
一般居室  ２人の入居の場合  27,463 千円  57,935 千円  34,000 千円  ２８戸  
 最低の額  最高の額  最多価格帯  
介護居室  １人の入居の場合  17,650 千円  円  17,650 千円  40 戸  
一時金の償却に関する事項  

入居をした月  なし  あり  償却開始  
上記以外  
入居資格審査合格通知

発送日から３０日目の

日を償却期間の起算日

とし、その日が属する

月 か ら 償 却 を 開 始 す

る。  

（その内容）  
償却期間の起算日前

に入金され未入居の

場 合 は 左 記 の と お

り。起算日前に入居

された場合には入居

日が属する月から償

却を開始する。  
 

初期償却率（％）   ０％  
初期償却はありません  

 

償却年月数  本館の場合；１８０ヶ月（１５年）  
介護居室の場合；６０ヵ月（５年）  

 

 

解約時返還金の算定方法  ◎入居一時金及び加算入居金の返還金は下記

計算式により返還。初期償却は一切せず入

居一時金全額を１８０ヶ月で均等償却。  
  入居一時金全額×（１８０ヶ月―入居月

数）÷１８０ヶ月  
・返還金は無利息。  
・入居期間が１８０ヶ月（１５年）超える場

合は、返還金はなくなるが、追加入居金は

不要。  
・介護居室の場合は上記のとおり１８０ヶ月

を６０ヶ月と読み替える。  
    

◎入居一時金の算定根拠  
 土地代、建設費、借入利息等を基礎とし、

平均余命等を勘案した想定居住期間等に係

る家賃相当額。  
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保全措置の実施状況  なし  あり  （その内容）  
（社）全国有料老人ホーム協会

の入居者基金制度に加入。  
当ホームが個々の入居者につい

て基金に拠出金を支払うことに

より、万一倒産等に至り、入居

者の全てが退去せざるを得なく

なり、かつ入居者から入居契約

が解除された場合に、償却期間

終了後においても保証金として

入居者 1 人に対して５００万円
が支払われる制度。  
 

②利用者の選定による介護サービス利用料  
 （人員配置が手厚い場合の介護サービス）  

なし  あり  

（｢あり｣の場合、その内容及び利用料）  
 内 容：費用算定時の長期推計に基づき、要介護者等２人に対し週４０時

間換算で、介護・看護職員を１人以上配置するための費用として

受領する。  
利用料：「要介護者等への人員過配置サービス費」として、入居時に１人

あたり４３０万円（１８０ヶ月で均等償却）  
    介護居室の場合は、入居時に１人あたり１７２万円（６０ヶ月で

均等償却）  
「あり」の場合、介護保険給付及び利用者負担分による収入によって賄えない  
額に充当するものとしての合理的な積算根拠  なし  あり  
名称  介護費用の一時金  
一時金の償却に関する事項  

入居をした月  なし  あり  
サービス提供を開始した月 なし  あり  

償却開始  

上記以外  
入居一時金と同じ  

（その内容）  
入居一時金と同じ  

初期償却率（％）  ０％（初期償却なし）  

 

償却年月数  本館の場合；１８０ヶ月（１５年）  
介護居室の場合；６０ヵ月（５年）  

解約時返還金の算定方法  入居一時金と同じ  

 

 

保全措置の実施状況  なし  あり  （「あり」の場合、その内容）  
入居一時金と同じ  

③利用者の個別的な選択による介護サービス利用料  なし  あり  
(「あり」の場合、その内容及び利用料) 
 内 容：費用算定時の長期推計に基づき、要介護等の認定を受けている方  

の個別的な選択による介護サービスの費用として受領する。  
 利用料：「要介護者等への個別選択サービス費」として、入居時に１人あた  
     り５６万円（１８０ヵ月で均等償却）  
     介護居室へ直接入居された場合は、入居時に１人あたり２３万円  
     （６０ヵ月で均等償却）  

「あり」の場合、介護保険給付及び利用者負担分による収入によって賄えない  
額に充当するものとしての合理的な積算根拠  
 なし  あり  

 

名称  介護費用の一時金  
一時金の償却に関する事項  

 
 

 償却開始  入居をした月  なし  あり  
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サービス提供を開始した月 なし  あり  
上記以外  
入居一時金と同じ  

（その内容）  
入居一時金と同じ  

初期償却（％）  ０％（初期償却なし）  
償却年月数  本館の場合；１８０ヶ月（１５年）  

介護居室の場合；６０ヵ月（５年）  
解約時返還金の算定方法  入居一時金と同じ  
保全措置の実施状況  
 なし  あり  （｢あり｣の場合、その内容）  

入居一時金と同じ  
④その他に要する一時金  なし  あり  
（｢あり｣の場合、その内容及び利用料）  
 内  容：費用算定時の長期推計に基づき、自立者に対し、介護予防や一時

的な介護が発生した場合に備え、介護・看護職員を配置するため

の費用として受領する。  
 利用料：「要介護者等以外への生活支援サービス費」として、入居時に１

人あたり１２４万円（１８０ヶ月で均等償却）  
「あり」の場合、介護保険給付及び利用者負担分による収入によって賄えない  
額に充当するものとしての合理的な積算根拠  

 

 なし  あり  
名称  介護費用の一時金   

一時金の償却に関する事項  
入居をした月  なし  あり  
サービス提供を開始した月 なし  あり  

償却開始  

上記以外  
入居一時金と同じ  

（その内容）  
入居一時金と同じ  

初期償却（％）  ０％（初期償却なし）  

  

償却年月数  １８０ヶ月（１５年）  
解約時返還金の算定方法  入居一時金と同じ  
保全措置の実施状況  

 

 なし  あり  （｢あり｣の場合、その内容）  
入居一時金と同じ  

一時金に対する留意事項等  

 

 なし  あり  （｢あり｣の場合、その内容）  
介護居室の場合は不要  

介護保険給付以外のサービスに要する費用  
月額の場合の利用料の額  
管理費  なし  あり  1 人入居  ５５，９１０円  

2 人入居  ８９，８７０円  
 （「あり」の湯合、その使途）  
 共用施設・設備の維持管理費、健康管理部門、事務管理部門、管財部

門、フロント・日常業務等に係わる人件費、事務用品費、什器備品

費、通信費、健康増進事業費、外注委託費（シャトルバスのリース

代・運行請負費、共用部の清掃費・ゴミ収集作業費、大型ゴミ回収

費、植栽管理費）  
食費  なし  あり  ３０日間 1 日３食を喫食した場合  

1 人あたり ６６，３００円  

 
 

 （「あり」の場合、その内容）  
１日３食 ２，２１０円（朝 470 円 昼 710 円 夕 1,030 円）  
※月末に喫食数を集計し、次月の 20 日に管理費と一緒に引き落とす。  
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光熱水費  なし  あり  上下水道利用料 ２，８６９円／２ヶ月  
光熱費は大阪ガス、関西電力と直接契約

の上、実費負担。  
※介護居室の場合は介護諸雑費に含む。  

利用者の個別的な選択による介護サービス利用料  
人員配置が手厚い場合の介護サービス  なし  あり  
（「あり」の場合、その内容及び利用料）   
 

個別的な選択による介護サービス  なし  あり  

 

 （「あり」の場合、その内容及び利用料）  
 

家賃相当額  なし  あり  円  
その他に必要な月額利用料  なし  あり  
 （「あり」の場合、その内容及び利用料）  

 
※要介護者等の場合、介護保険給付の自己負担額を支払う。  
 平成１８年４月１日より特定施設においても住所地特例が実施され

ました。  
京都市以外から京都市へ転入された場合は、京都市が定める介護保

険給付の１割分を自己負担して頂くことになりますが、介護保険料

につきましては、入居前のご本人の住民基本台帳があった自治体に

対し、当該自治体の定める介護保険料を納めて頂くことになりま

す。  
以下の一覧表は平成２ 1 年４月１日現在の京都市の場合です。  

区 分  
介護給付費  
の単位  

30 日分の目安  
代理受領時の自己

負担分  
要支援１  203 単位 /日  63,640 円   6,364 円  
要支援２  469 単位 /日  147,031 円   14,704 円  
要介護１  571 単位 /日  182,143 円   18,215 円  
要介護２  641 単位 /日  204,088 円   20,409 円  
要介護３  711 単位 /日  226,033 円  22,604 円  
要介護４  780 単位 /日  247,665 円   24,767 円  
要介護５  851 単位 /日  269,923 円   26,993 円  

 
・当ホームの介護給付費は、１単位＝１０．４５円（特甲地）。  

 ・介護給付費は、介護給付費の単位×単位の単価×利用日数で求め、小

数点以下切り捨て。  
 ・法定代理受領相当分は、給付額の９割で求め小数点以下切り捨て。  
・自己負担分は、介護給付費から法定代理受領相当分を差し引いた

額。  
・当ホームでは、「夜間看護体制加算」 (但し、要支援 1 と要支援 2 は除
く )と「医療機関連携加算」（但し、利用者の同意が必要です）の適用
を受けています。  
尚、｢個別機能訓練加算｣の適用はありません。  

 ・「ライフ・イン京都介護保険基金」に加入の場合は、自己負担額（１

割）は基金から支払われる。介護居室に直接入居の場合は、「ライ

フ・イン京都介護保険基金」に加入できません。  
 ・上記介護給付費は実際の利用日数に応じて決定。  
 ・消費税は非課税。  
 

その他、一時金及び利用料以外に必要な利用料  なし  あり  
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 （「あり」の場合、その内容及び利用料）  
（１）要介護者等の介護サービスに係わる費用  

◎介護居室に直接入居の場合は、以下の費用が別途必要  
①月払い介護費   １００，０００円／月  
内 要：全ての入居者による相互扶助としての介護費用の一時金で

賄えない介護・看護職員の過配置に充当する費用。  
    尚、入院時・外泊時における「月払い介護費」の日割り計

算は致しません。  
     ②介護諸雑費     １６，０００円／月  

    内 容：光熱水費、洗剤、水分補給費、おやつ代等  
  ◎介護居室へ住み替える場合は、以下の費用が別途必要  

①介護諸雑費     １６，０００円／月  
内 容：光熱水費、洗剤、水分補給費、おやつ代等  

  ※「月払い介護費」及び「介護諸雑費」は、入院・外泊の場合も徴収さ

せて頂きます。  
 
（２）自立者に係わる有料サービス費用  
  自立者の希望による、家事援助（一般居室の清掃・換気扇の分解掃除・

洗濯・整理整頓・布団干し・シーツ交換・ゴミ出し等）、害虫駆除、買

物代行、官公署手続き代行、外出付添い、家具移動、家具及び電気製品

の組立・取付け、ＩＨヒーターの交換、植木の管理、パソコン操作の指

導等及び協力医療機関以外の医療機関への付添い等の有料サービスを提

供した場合は、サービスの内容を問わず以下の料金が必要。  
  ※所用時間１５分につき職員 1 人あたり２５０円（ 1,000 円／時間）  
 
（３）その他利用時に費用が必要となるもの  
  ※体験入居室（３室・ゲストルーム兼用 予約制）  
   ・１室一人利用      ４，０００円／１泊  
   ・１室二人利用      ３，５００円／１泊・一人  

・１室三人利用      ３，０００円／１泊・一人  
  ※利用契約の締結が必要なもの  
   ・電話（ＮＴＴ又は内線機能付き）    実費負担  
   ・トランクルーム     １㎡につき１，０００円／月  
   ・駐車場         １台につき３，０００円／月  
   ・一坪菜園        １㎡につき  １００円／月  
  ※その他  
   ・美容室（週２回火曜日又は水曜日及び金曜日の午前中のみ出張営業予約制）  
     利用料：男性 ２，８００円～３、０００円  
         女性 １，２００円（シャンプー）  

～８，８００円（パーマ）  
   ・コインランドリー（４・５階に各１箇所 夫々洗濯機３台乾燥機３台）  

     利用料：洗濯２００円／１回 乾燥１００円／１回（４０分）  
 

 
 
添付書類：「介護サービス等の一覧表」  
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号室  

 
 
              様  
 
 
              様  

 
 

              様  
 

 
 
 

説明年月日  平成  年  月  日  
 
 

説明者署名            印  
 
 
 

私は、当該「有料老人ホーム入居契約兼指定特定施設等利用契約重要事項

説明書」を上記説明者から説明を受け内容について十分理解し了承します。  

 
 

平成  年  月  日  
 

                     
 

号室  
 
 

              印  
 
 

              印  
 

 
              印  
（続柄           ）  
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